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序 文 

 

 独立行政法人国際協力機構は、イエメン共和国の海上保安能力向上計画にかかる協力準

備調査を実施することを決定し、平成 22 年 4 月 12 日から平成 22 年 5 月 16 日まで調査団

を現地に派遣しました。 

 調査団は、イエメン政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査

を実施いたしました。帰国後の国内作業の後、平成 22 年 10 月 29 日より平成 22 年 11 月 8

日まで実施された概略設計概要書案の現地説明を経て、ここに本報告書の運びとなりまし

た。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げま

す。 

 

 

平成 23 年 1 月 

独立行政法人 国際協力機構 

経済基盤開発部  

部長 小西 淳文  
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要 約 

 

１．国の概要  

 

イエメン共和国（以下「イ」国）は、アラビア半島の南西端、北緯 12 度から 19 度、東

経 43 度から 54 度に位置し、北でサウジアラビア、東でオマーンと国境を接する。国土面

積は、約 55.5 万平方キロメートル（日本の約 1.5 倍弱）である。紅海、アラビア海に面し、

アデン湾を挟んでソマリアと対面する。 

乾燥帯に属するため全般的には降雨量は少ないが、その気候は変化に富んでおり、首都サ

ヌアを含む高山地帯は温帯に近い気候であるが、アデン湾の沿岸部では年間を通じて高温多

湿、冬の日中 低気温が 20℃程度であり、 高気温は 33℃程度である。 

アデン湾の気候・海象はアラビア海およびインド洋のモンスーンの影響を受け、10 月以

降５月までは北東モンスーンとなり、東または東北東の風、東からのうねりが卓越し、６月

から９月までの間は南西モンスーンとなり、南西風、南西からのうねりが卓越する。 

 

人口は、約 2,220 万人（2008 年「イ」国統計資料）で、民族は主としてアラブ人である。 

2009 年の国民一人当たりの総生産（GDP）は 1,118 米ドルであり、GDP の成長率が年率

3.8％である。国民総所得（GNI）は 250 億米ドル、１人あたり GNI が 1,060 米ドル、経

済成長率 3.9％、物価上昇率 3.7％となっている。（2009 年世銀資料） 

 

 主要産業は、コーヒー、魚介類を主要輸出対象品とする農業、漁業及び石油であり、2008

年 GDP 内訳（推定）では、第 1 次産業 39％、第 2 次産業 14％、その他が第 3 次産業であ

る。（2008 年「イ」国政府統計） 

 また、輸出の 9 割、政府財政収入の 6 割強を占め経済の柱である石油生産において、近

年生産量が低下し、世銀は 2017 年頃に枯渇すると予測している。「イ」国は、石油代替と

して天然ガスの開発に取り組み、2009 年から LNG の生産・輸出を開始し、生産量は年間

大 690 万トン、韓国、米国にも輸出の予定。しかし、LNG 生産をもってしても石油生産

の減少による財政収入減を補填できないとの見方が有力であり、雇用の確保のため漁業、観

光など非エネルギー産業の振興が急務となっている。  

 

 

２．プロジェクトの背景・経緯および概要 

 

アデン湾はインド洋から紅海へと通じる国際海上交通の要衝であり年間約 18,000 隻の通

航があるが、アデン湾をはじめとする「イ」国の周辺海域では、ソマリア国における内戦の

激化、治安情勢の悪化に伴って、いわゆるソマリア海賊が横行し、アデン湾を航行する船舶

に対する襲撃、略奪、船員の誘拐事件など海賊行為による被害が急増し、国際社会にとって

大きな脅威となっている。 

また、「イ」国のアデン湾東岸やジブチ対岸周辺においてはソマリアからの不法入国およ

び武器、輸入禁止物および薬物等の密輸が急激に増加しており、「イ」国では海上秩序の維
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持が喫緊の課題となっている。 

 

「イ」国の沿岸警備隊（YCG）は、海域周辺国にあっては唯一の組織として確立された

海上保安機関であるが、2002 年に新しい組織として施設、装備などもほぼゼロからスター

ト、厳しい財政事情のなかにあって支援国からの援助を受けながら海上保安能力の向上に取

り組んでいるものの、組織、施設、装備とも依然として不十分である。 

とりわけ、「イ」国の海岸線長は約 2,500 キロメートル、アデン湾などを含む排他的経済

水域はおおよそ 46 万平方キロメートルと広大であるにもかかわらず、港外での哨戒を実施

することが可能な船艇はわずか 22m 型巡視艇３隻および 15m 型巡視艇４隻を所有するの

みであり、YCG においては船舶勢力の整備は喫緊の課題となっている。 

  

このような情勢のなかで、テロ及び海賊行為に係る「イ」国沿岸警備能力の強化（巡視艇

建造及びその操作・維持管理に係る技術支援）について、「イ」国政府は我が国政府に対し

て協力を要請し、この要請を受けて国際協力機構（JICA）は政府調査団と合同で 2009 年 4

月に「海上保安能力向上等準備調査」を実施した。同調査の結果、中長期的には、海上保安

対策を担う YCG に対する支援の重要性が高いこと、全長 30～40m 程度の巡視艇配備の必

要性があること等を結論づけた。 

 

 

３．調査結果の概要とプロジェクトの内容 

 

上記調査結果を受け、日本国政府は調査実施を決定し、JICA は協力準備調査の実施を決

定した。協力準備調査団は、平成 22 年 4 月 11 日～5 月 17 日の間、首都サヌアおよびアデ

ンにおいて、現地調査、関連資料の収集および「イ」国関係者との協議、YCG 支援国駐在

武官等の協議を行った。 

 

現地調査結果を踏まえて、プロジェクトの内容、効果、妥当性について検討を行い、その

結果を協力準備調査概略設計概要書として取りまとめた。アデン沖を中心としたアデン湾に

おける海賊事案の頻発及び対岸のアフリカ諸国特にソマリアや西アジア・パキスタンなどか

ら「イ」国への不法入国、武器及び禁止薬物の密輸などの事態が続く中、領海外において警

備活動が実施可能な巡視艇をアデン湾に配備することは、「イ」国のみならずこれら国際社

会への脅威ともなっている事案に対する対応として必要であることを確認し、対象とすべき

海域をはじめ、YCG 側の運営体制、維持管理体制などを現地調査により確認し、35m 級の

巡視艇として、基本仕様を計画した。 

 

また、米国が巡視艇 2 隻をアデン湾管区に供与する援助プログラムを進めており（平成

23 年 4 月頃配備の予定）、本事業による巡視艇 2 隻を統合して運用することにより、当面 4 隻

体制を構築し、常時巡視艇 1 隻が海上で警備に就く体制を構築することが妥当と判断した。た

だし、YCG が船舶の急激な増加により生じる負担に対して対応が可能であることを慎重に見極

めるために、2 隻目の供与時期については、米国が供与する巡視艇の運用・維持管理状況に基づ
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いて判断する必要がある。 

 

巡視艇の仕様を計画するにあたっては、本プロジェクトにおける活動計画を踏まえて法令執行

を実施するために必要とする 低限の業務用機器・装備品のみを選定し搭載する等、コスト低減

に十分努めた。 

 

概略設計説明調査団は、平成 22 年 10 月 28 日～11 月 9 日の間、サヌアにおいて「イ」

国関係者及び YCG 支援国駐在武官等に対して概略設計概要書に基づいて説明行い、引き続

き「イ」国関係者と協議を実施、基本的な合意を得た。 

 

 本事業による巡視艇の要目概要は以下のとおり。 

 

項目 仕様 

全長 35.8m 

型幅 6.9m  

型深さ 3.2m（喫水線長の中央において） 

型喫水 約 1.25m 

容積  

 燃料タンク 30m3  

 飲料清水タンク 4m3   

 雑用清水タンク 4m3   

乗員定員 17 名   

高速力 25 ノット (2/3 載荷状態、 大出力にて)  

航海速力 20 ノット (2/3 載荷状態、75％ 大出力にて)  

航続距離 800 海里  (航海速力において)  

主機関 4 サイクル単動 V 型高速ディーゼル機関 

1630kW x 2450rpm 2 台  

 

 

４．プロジェクトの工期及び概略事業費 

 

本計画の工期は、第 1 ステージ（1 隻目）、第 2 ステージ（2 隻目）とも、実施設計に約

5.5 ケ月、施工・調達に約 15 ケ月が必要と見積られる。 

 

 （概略事業費は、施工・調達業者認証まで非公表） 
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５．プロジェクト実施により期待される効果 

 

アデン湾および紅海はアジアとヨーロッパを結ぶスエズ運河に続く重要な回廊にあって、

年間約 18,000 隻の船舶うち日本関係船が約 2,000 隻航行し、世界の海上輸送量全体の約

12%に相当する物資がこの海域を通過しており国際海運において極めて重要な海域である。

しかし、その海域においては 2009 年には 200 件を超える海賊事案が発生するなど船舶航行

の安全に対して脅威となっている。また、アデン湾の対岸にあるソマリアなどから「イ」国

への武器や薬物などの密輸、密入国などが横行しており「イ」国がテロの温床となっている

とも言われている。これらアデン湾における治安の維持が喫緊の課題となっているなか、本

事業の目的は、アデン湾における哨戒活動が可能な巡視艇を配備することにより、YCG の

海上警備取締体制が強化され、同海域における船舶の安全な航行が確保されることにある。 

 

35m 級の巡視艇は、「イ」国の領海のみならず「イ」国沖の公海における国際航路の警備

が可能な要目を有しているが、同クラスの巡視艇供与は日本を除いて他にはなく、YCG に

対して公海における警備能力を付与することになる巡視艇供与は、同海域において海上保安

活動を実施することにより国際航路の安全性向上をもたらし、またイエメンの安定化に大い

に寄与する。 

 

さらには、英米仏などをはじめとした国際社会は YCG を支援する国際協調枠組みを作り

支援をハード・ソフトの両面で支援を進めている中、本プロジェクトは、この国際協調に貢

献する事業である。 

 

以上のことから、本計画は我が国の無償資金協力として実施するに極めて有効かつ妥当で

あるものと判断される。 
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略語表 

 

A/P 支払い授権書 Authorization to Pay 

AIS 船舶自動識別システム Automatic Identification System 

B/A 銀行取極め Banking Arrangement 

BS 英国規格 British Standards 

EU 欧州委員会 European Union 

G/A 無償資金贈与契約 Grant Agreement 

GDP 国内総生産 Gross National Product 

GMDSS 海上における遭難及び安全の世界的な制度 
Global Maritime Distress and 

Safety System 

GNI 国民総所得 Gross National Income 

GPS 全地球測位システム Global Positioning System 

HF 短波 Hi Frequency 

IMB 国際海事局 International maritime Bureau 

IMO 国際海事機関 
International Maritime 

Organization 

LNG 液化天然ガス Liquefied Natural Gas 

MF 中波 Medium Frequency 

RIB FRP ゴム複合艇 Rubber Inflatable Boat 

TI 訓練センター Training Institute 

VHF 超短波 Very High Frequency 

VTS 船舶交通業務 Vessel Traffic Service 

YCG イエメン沿岸警備隊 Yemen Coast Guard 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

 

1-1 当該セクターの現状と課題 

 

1-1-1 現状と課題 

 

（1）地勢及び船舶航行 

アラビア半島南西端に位置するイエメン国（以下「イ」国）は、紅海からインド洋に通

じる長い海岸線を有している。その海岸線は、紅海の東側でサウジアラビアとの国境を接

し、戦略的に非常に重要な位置にあるバブ・エル・マンデブ海峡を経てアデン湾につなが

り、アデン湾の北側、東端においてオマーンと国境を接している。（図 1-1 参照） 

海岸線の総延長距離は、ズバイル、カマラン、マユーンおよびソコトラなどの 112 の諸

島部を除き約 2,100km あり、うち紅海側が約 700km、アデン湾側が約 1,400km である。 

これらの海域は、スエズ運河を介して欧州側の地中海とアジア側のアラビア海・インド

洋を結ぶ国際海上輸送の大要衝であり、石油タンカー、コンテナ船など日本関係船の約

2,000 隻を含み、年間 18,000 隻の国際航海に従事する商船が航行する。 (図 1-2 参照) 

加えて、対岸のジブチとアデンあるいはモカ間、ソマリアのベルベラとジザム間、ムカ

ラとソコトラ間など域内周辺の船舶航行を含め、年間 25,000 隻以上の船舶が航行している

ものと推定される。 

なお、アデン湾における最大の商港であるアデン港には、2008 年には 2,174 隻、2009

年には 1,821 隻の商船と 138 隻の客船の寄港が報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1- 1 アデン湾及び紅海 

（海図 BS2954 から複製） 

アデン湾

紅海 

バブ・エル・マンデブ海峡

ソコトラ島 
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図 1- 2 アデン湾付近の船舶航行ルート 

（注：2004 年ごろの航行状況を示す、現在はソコトラ島の北側のルートを通航する船舶は少ない） 

 

 

（2）海賊・武装強盗 

アデン湾は海運にとって重要な海域であるが、ソマリア内戦による治安の悪化を契機に、

アデン湾およびソマリア沖において 2005 年を境に海賊事件が急増した。これに対して、国

際海事機関（IMO）における海賊・海上武装強盗に対する決議、国連安全保障理事会にお

けるソマリア沖アデン湾における海賊等に対する決議（第 1816 号）あるいは海賊等に対す

る対策として関心を有する国が海軍勢力を派遣することを求めた決議（第 1838 号）等によ

り、国際社会が一致して海賊対策を実施し始めた結果、襲撃の成功率は低下しているとみ

られるものの、海賊事件の多発傾向は続いている。(表 1-1、表 1-2 および図 1-3 参照) 

 

表 1- 1 ソマリア沖・アデン湾での海賊発生件数の推移  

西暦 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

件数 21 10 45 20 44 111 217 

      (出典：2010 年 IMB 統計) 

 

表 1- 2 アデン湾・紅海およびアラビア海での海賊発生件数の推移 

西暦 2007 2008 2009 2010 

襲撃回数 25 69 164 36 

うち完遂 回数 10 42 47 8 

率(%) 40 61 29 22 

  (出典：YCG 資料、注：2010 年は 3 月末現在での集計) 
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図 1- 3 2009 年ソマリア沖・アデン湾での海賊事案発生場所 

(出典：2010 年 IMB 資料、注：赤=拘束発生場所、黄=襲撃発生場所) 

 

（3）密輸・不法入国 

 アデン湾における海賊等に加えて、「イ」国のアデン湾東側海域およびジブチ対岸周辺に

おいてソマリアからの不法入国および武器、輸入禁止物および薬物の密輸などが急激に増

加しており、同海域での海上秩序の維持が喫緊の課題となっている。(表 1-3 参照) 

 この状況の主たる背景としてはソマリアにおける内戦激化による大量の難民発生の問題、

イスラム過激派の活動の活発化があるが、加えてオマーンなど中東諸国の海上保安能力が

向上した結果、相対的に海上保安能力が脆弱な「イ」国の海岸、とりわけ沿岸警備隊の基

地整備がされていないアデン湾の東側海岸が主として狙われており、南アジア地域で作ら

れた麻薬は、オマーン国境付近の海岸から「イ」国の国内へ運ばれたのち、陸路で周辺国

等へ密輸されているとの報告がある。(図 1-4 および図 1-5 参照) 

 

表 1- 3 ソマリアからの流入難民数の推移 

西暦 2007 2008 2009(11 月現在) 

人数 29,232 50,091 87,000 

      (出典：YCG 資料) 
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図 1-4：ソマリアからの難民流入ルート   図 1-5：「イ」国を経由する麻薬密輸の経路 

 

 

 

1-1-2 開発計画 

  

 「イ」国は、国家開発計画である第３次貧困削減社会経済開発計画（DPPR）（2005-2010）

の第４章「The Good Governance System」において、セキュリティーサービス向上のため

に、内務省およびその他の治安維持に関係する機関の装備及び能力の向上を謳っており、

密輸あるいは不法入国取締対策として YCG の必要性が述べられている。 

 YCG は、「イ」国周辺海域の戦略的な重要性と、ソマリアやアフリカの角地域などからの

テロ、海賊、密輸、不法入国などが「イ」国の治安に対して重大な脅威となっていること

を改めて認識し、2010 年以降の 2020 年までの 10 年間を YCG の基礎的な整備期間と位置

づけて、その整備計画（暫定版）を策定している。同戦略計画書は、施設整備、組織体制、

要員訓練体制、船舶整備など多岐に渡り現行の問題点を挙げ整備の方向を示しているなか、

排他的経済水域から沿岸水域までの警備活動を支援する大型巡視艇を含む多種の巡視艇の

整備が不可欠とし、大型巡視船の配備を優先プロジェクトとしている。 

 

1-1-3 社会経済状況 

 

「イ」国の総人口は、約 2,200 万人（2008 年「イ」国統計資料）であり、民族は主とし

てアラブ人である。「イ」国の経済は、2009 年の GDP 成長率が年率 3.8%、GNI が 250 億

米ドル、一人当たりの GNI が 1,060 米ドル、経済成長率 3.9%、物価上昇率 3.7%となって

いる。（2009 年世界銀行資料） 

主要産業は、コーヒー、魚介類を主要輸出対象産品とする農業、漁業および石油であり、

2008 年 GDP 内訳（推定）では、第 1 次産業 39%、第 2 次産業 14%、その他が第 3 次産業

である。 

「イ」国の輸出の 9 割、財政収入の 6 割強を占め経済の柱である石油生産は約 30 万 B/D

（2008 年 BP 統計）であるが、近年石油生産量が低下し続けており、世界銀行は 2017 年

 
図 1- 4 ソマリアからの難民流入ルート（左）および「イ」国を経由する麻薬密輸のル

ート（右） 

(出典：YCG 資料)
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頃には石油は枯渇すると予測している。「イ」国は、石油代替として天然ガスの開発に取り

組み、2009 年 10 月から LNG 生産・輸出開始しており、生産量は年間 大で 690 万トン

で韓国、次いで米国にも輸出予定。ただし、この LNG 生産をもってしても石油生産の減少

による財政収入減を補填できないとの見方が有力であり、｢イ｣国では、雇用の確保のため

にも、非エネルギー産業（漁業、観光等）の振興が急務となっている。 

 

 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

  

前述のような状況の中で、年々増加する海賊被害に対し、国際社会は沿岸周辺国の海上

保安能力の強化を重視しているが、ソマリア沖・アデン湾に面する沿岸周辺国の中にあっ

て既にコーストガードが組織として機能しているのは「イ」国のみである。しかし、YCG

は 2002 年に設立された新しい組織であるため組織体制、装備とも不十分であり、とりわけ

YCG が所有する巡視艇は、小型船艇のみ（ 大で 22.5m（3 隻））であり、海賊事件が多発

しているソマリア沖及びアラビア海沖まで航行できず、十分な広域にわたる海上警備がで

きない状況にある。そのため、組織体制の強化及び装備強化は YCG にとって喫緊の課題と

なっている。 

このような状況に対し、テロ及び海賊行為対策に係る「イ」国沿岸警備能力の強化（巡

視艇建造及びその操作・維持管理に係る技術支援）について、「イ」国政府は我が国政府に

対し協力を要請した。この要請を受け、2009 年 4 月、政府調査団と JICA は合同で我が国

が実施できる協力の方向性を検討するため、「海上保安能力向上等準備調査」を実施した。

同調査の結果、①アデン湾においては、現在各国が軍艦を派遣して当該地域の海賊対策に

あたっているが、長期に亘り同海域に展開することは想定できないため、中・長期的には

「イ」国で海上保安対策を担う YCG に対する支援を実施する重要性が高い、②巡視艇建造

に関し、現有巡視艇（全長 大 22.5m）では気象海象に左右され、アデン湾で長期・継続

的に業務を実施することは困難であり、安定した海上保安活動を実施するためには全長 30

～40m 程度の巡視艇配備の必要性がある、③技術協力に関し、我が国が今直ちに YCG 本庁

に専門家(リエゾンオフィサー)を派遣する必要性は必ずしもないが、我が国協力により巡視

艇等が建造される場合には、YCG における受入のための調整、能力強化（係留場の確保、

人材育成計画の策定、同計画の促進、巡視艇を用いた海上保安活動計画の検討等）が必要、

との結論が出された。 

 

1-3 我が国の援助動向 

 

「イ」国の海上保安能力向上のため、表 1－4 に示すとおり、YCG 職員が 2008 年 2 名、

2009 年 6 名が、海上保安に関する JICA 集団研修に参加した。 
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表 1- 4 我が国の援助 （海上安全・保安分野） 

協力内容 実施年度 案件名／その他 概要 

協力準備調査 2009 イエメン国海上保安能力向

上等準備調査 

イエメン国海上保安能力の向

上に対してODAとして実施可

能な協力のプロジェクト形成

調査 

研修員受入 2008 東アジア海上犯罪取締(集団

研修) (2 名) 

国際海上犯罪の現状や対策、取

締に関する実務の習得（東・東

南アジア諸国対象の研修に追

加で参加） 

2009 東アジア海上犯罪取締(集団

研修) (6 名) 

国際海上犯罪の現状や対策、取

締に関する実務の習得（東・東

南アジア諸国対象の研修に追

加で参加） 

2010 アジア・中東海上犯罪取締

(集団研修) (長期コース 3

名・短期コース 3 名) 

国際海上犯罪の現状や対策、取

締に関する実務の習得 

 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

 

欧米諸国は、積極的に YCG 支援を実施しており、特に英、米、伊および仏の４ケ国は武

官を YCG に常駐させるとともに、継続的に支援活動を実施している。その他、蘭および独

の「イ」国大使館付き駐在武官や EU 代表、日本も交えて頻繁に YCG の支援国グループ会

合を公式、非公式に開催しており、支援国の間で完全な協調体制を組み、極めて効率的に

YCG 支援策を進める仕組みができ上がっていることが特記される。2010 年 4 月の支援国の

月例会合には韓国大使館員が初めて参加した。 
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表 1- 5 他ドナー国・機関の援助 （海上安全・保安分野） 

（金額単位：千米ドル） 

実施年度 
実施 

機関 
案件名 金額 

援助 

形態 
概要 

2006 

～ 

2010 

フランス 航海訓練及び

法令執行訓練

他 

76.0 

 

技協 短期専門家派遣、航海・機関

保守・法令執行の基礎的な訓

練を継続的に実施 

2009 

 

イタリア 

 

レ ー ダ ー 訓

練、通信訓練

不明 技協 レーダーシステム及び通信

機器の操作、遭難信号の受信

と船舶間の通信訓練等  

2007 イタリア 船舶交通管制

シ ス テ ム

（VTS） 

（20Mil

ユーロ）

無償 アデン管区 VTS、レーダー、

AIS サイト、監視センター、

本庁監視センター、データ通

信網等の整備 

2005 

～ 

2010 

英国 基本技能訓練 不明 技協 訓練センター教官に対する

航海術、機関操縦訓練等の指

導、アデンワークショップ職

員に対する機関保守等の訓

練（17 名専門家派遣） 

2010 英国 係留ブイ敷設 不明 無償 アデン湾管区基地に係留ブ

イを敷設 

2010 英国 イントラネッ

ト整備 

不明 無償 YCG 本部イントラネット整

備 

2009 米国 操船訓練 不明 技協 操船訓練 (1 か月) 

2003 

～ 

2008 

米国 

 

小型巡視艇供

与 

 

不明 

 

無償 小型巡視艇４隻の供与 

エンジン付き救命艇 8隻及び

港内巡視艇 10 隻の供与 

2008 

 

米国 コーラルオマ

イラ基地施設

建設 

不明 無償 アデン湾管区基地施設建設 

2010～

2011 

米国 巡視艇建造 28,200 無償 87‘（26.5ｍ）巡視艇 2 隻の建

造 

2010 オマーン 巡視艇建造 4,500 無償 22m 級巡視艇 1 隻の調達の

ための資金援助 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く環境 

 

2-1 プロジェクトの実施体制 

 

2-1-1 組織・人員 

 

本プロジェクトにおける主管庁は内務省であり、実施機関は内務省の下部機関の一つで

あるである沿岸警備隊（YCG）である。内務省は、図 2－1 に示すとおり、「イ」国の治安

関係機関の一つであり、沿岸警備隊（YCG）は内務省の下部機関である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 1 「イ」国の治安関係機関 

 

YCGは2000年10月アデン湾に燃料補給等のため停泊中であった米海軍ミサイル艦USS 

COAL に対する爆破事件等を契機とした米国政府の沿岸警備体制強化への働きかけ等に応

じて、「イ」国政府が共和国令 2002 年第 1 号によって内務省の下、警察組織から独立させ

る形で設立した新しい機関である。 

「イ」国の海上における治安、海上安全、海洋環境保護、魚業保護等が YCG の主たる任

務であり、中央組織及び 3 つの管区本部（紅海、アデン湾、北アラビア海）から構成され

る。その組織図を図 2－2 および図 2－3 に示す。 

 

YCG の職員数は、幹部職員 353 名および一般職員 2,590 名、合計総数 2,943 人である。

YCG の職員総数には、給与を内務省が負担する内務省らの出向者 499 名が含まれる。その

配属別の内訳は、本部職員 327 人、訓練センター130 人、アデン湾管区 1,596 人、紅海管

区 890 人となっている。 

船舶の運航・維持管理に関わる職員に関して、巡視艇に乗務する者を船舶職員、維持管

理にあたる者を船舶修繕職員として便宜的に集計し、表 2-1 に示す。これによると、船舶職

員は 359 名、船舶の修繕(維持管理)等を担当する職員は合計 67 名となっている。 

大統領 

防衛省 内務省 国家治安局 公共警備局 

政治治安情報部 

沿岸警備隊 

警   察 

一般治安部省 
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図 2- 2 YCG 組織図 

 

 

図 2- 3 YCG アデン湾管区組織図 

 

 

 
  

本部長 

次長

運用部 

通信部 

補給部 

船艇修理部 

海上治安部 

訓練部 

経理部 

長官 

長官官房局 

法務・監査局 

教育訓練局 

内部審査局 

渉外局 

副長官 

管区局 

財政局 

事業局 

管理局 

技術局 

作戦局 

港湾安全局 

訓練局 

通信局 

捜査局 

計画局 

紅海管区 

アデン湾管区 

アラビア海管区 
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表 2- 1 YCG 職員配備表 

職 区 分 YCG

本部 

アデン湾管区 紅海管区 

ア デ ン
湾 管 区
本 部 

アルモハ

ホール 
アル 

オマイラ

ラース 
アム 
ラーン 

シュクラ ホデイダ
アサリー

フ 
ミーディ 

アッリ

ヒア 

陸上職員 299 871 29 73 49 99 507 154 15 8 

船舶職員 - 221 - 16 18 - 60 44 - - 

船舶修繕 

職員 
- 46 - - - - 17 4 - - 

小 計 299 1138 29 89 67 99 584 202 15 8 

合  計 299 14221 809１ 

 

 

2-1-2 財政・予算 

 

2007 年から 2010 年における YCG の予算額等を表 2－2 に示す。 

2009 年の予算獲得額は約 43.9 億リアルであるが、執行された金額は約 22.6 億リアルで

あった。 

 

巡視船艇の運航および維持管理に直接関係する費用として支出された予算に関して、船

体整備、燃料潤滑油等の購入、船舶の修繕部品購入のために執行した額の総額でみると、

2009 年では約 6.45 億リアル、2008 年では約 6.97 億リアルであり、予算獲得額の 14％か

ら 16％程度となっている。 

 

表 2- 2 YCG 予算金額と船舶関係予算の推移 

(単位千イエメンリアル) 

西暦 要求額 獲得額 執行額 
巡視船艇に関連する予算(執行額) 

船艇整備 燃料潤滑油 部品等購入

2007 11,283,588 2,868,812 2,614,842 526,310 191,658 238,530 

2008 7,771,174 4,222,051 2,179,764 296,168 217,375 183,089 

2009 17,558,557 4,394,514 2,263,957 329,664 168,863 146,110 

2010 8,767,345 3,520,167 - - - - 

(出典：「イ」国財務省資料) 

  

 
                                                  
1 職員数には他所への派遣、長期海外研修中の職員数なども含まれており、資料間で若干の相違がある。 
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2-1-3 技術水準 

 

 (1) 操船技術 

YCG では種々の大きさの小型巡視艇を運航しているが、 大クラスとして 2005 年に全

長 22.5m の巡視艇（通称「マレーシア艇」）を導入している。現在までに約 5 年が経過して

いるが、その間には、YCG を支援する諸外国が操船技術の向上を目的とした実際的な訓練

等を反復的に実施したこともあり、マレーシア艇程度の規模の船舶を操船するための技術

はすでに獲得している。 

本プロジェクトで想定する巡視船艇とマレーシア艇では、船体の形状、推進や操縦に関

係する機器のシステム構成は類似しており、操船操作および機関操作手順などにおいて差

異はなく、船の大きさに比例して変化する応答時間や距離感覚の差異を習得するにより、

対応可能である。現在 YCG の保有する 大の巡視艇であるマレーシア艇あるいは今後配備

が予定される米国供与艇において操船の実務経験を有する職員を対象として、本計画船の

乗員を選抜し、本プロジェクトにおいて必要な習熟訓練を実施することにより、プロジェ

クトの実施に支障はないと判断される。 

 

(2) 維持管理技術 

巡視船艇の日常点検及び維持管理のための軽整備は、巡視艇の乗員およびワークショッ

プの技術職員が担当するが、維持管理技術についても YCG 支援国が操船技術と同様に実務

的な訓練を YCG に対して実施してきたこと、マレーシア艇での経験がプロジェクトで計画

されている巡視艇の修繕整備に有用であり、巡視艇建造間中の訓練実施等を条件として、

プロジェクトの実施には支障がないものと考えられる。  

船体の上架が必要となる船体水線下の清浄および防汚のための再塗装、船体構造の補修

工事、機関関係の修繕等については外部造船所およびメーカー等の専門技術者により実施

される。なお、アデン港においては、 大長さ 55m、重量 250 トンまで引き上げ可能な引

揚げ船台設備を有するアデン港湾会社所属の造船所が利用可能であり、同造船所ではマレ

ーシア艇のファイナルドックを実施した等の実績があること、各種船舶の修繕において修

繕等に必要な技術者を必要に応じて適宜外部から応援を受けるなどの方策をとっていると

の説明がされた。これらの方針に従い適切に維持管理を実施することで、プロジェクトの

実施に支障はないものと考えられる。 

 

 

2-1-4 既存施設・機材 

 

YCG が所有する船艇は 大船艇である全長 22ｍ艇（マレーシアで建造されたためマレー

シア艇と通称される）3 隻、次に大きい船舶である全長 15m 艇（フランスでの建造艇のた

めフレンチ艇と通称される）を含めて 69 隻に過ぎず、小型舟艇が多数を占めている。(表

2-3 参照) 

すなわち、YCG は公海上で哨戒あるいは救助活動などが行える船舶勢力を所有しておら

ず、アデン湾内での哨戒・救命・航行安全などの任務遂行に対して適切な耐航性、航海性
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能をもつ船艇の整備は喫緊の課題の一つである。 

 

表 2- 3 YCG の船艇 (全長 12m 以上の船艇) 

呼称(通称) 主要寸法 
（長さ x 幅 x 喫水） 

大 
速力 

(ノット)

主機関馬力・型式 隻
数 配備 

マレーシア艇 22.5 m x 6.5 m x 1.3 m 32 MTU  
12V2000M90 x 2 3 アデン湾

管区 

フレンチ艇 15.0 m x 5.0 m x 1.3 m 26 VOLVO PENTA 
600PS 4 紅海管区

ジェットボート 
(即応艇) 全長 12.8 m 40 CAT C9(690PS) + 

HAMILTON WJ x 2 4 アデン湾
管区 

 

 

2-2 プロジェクトサイトおよび周辺の状況 

 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

 

アデン湾管区基地は、｢イ｣国の 大の港湾であるアデン港の内港にある。同基地におけ

る桟橋およびワークショップの整備はすでに完了し、船艇基地として稼働している。本部

建物を 2010 年末の完工を目標として建設中である。 

  

係留桟橋は、長さ約 100m の櫛形浮桟橋であり、小型巡視艇 15 艇程度が係留可能となっ

ている。桟橋周辺の水深は、約 3m 乃至約 4m と浅い。桟橋には、給電設備が設けられてい

るが一般照明用程度の容量しかなく、同桟橋に給水および給油設備はない。 

また、本プロジェクトにおける計画船の係留場所と予定されている現係留桟橋沖の係留

ブイ 3 基は、すでに設置された。 

 

2011 年には米国より供与される巡視艇が配備される予定であるが、同艇の当面の係留場

所として使用すべく、現係留桟橋およびワークショップ桟橋との間の岸壁に浮体（ポンツ

ーン）を設置し、周辺を浚渫する案が検討中である。同整備計画には、給電、給油、給水

設備等を整備する計画が含まれている。 

 

同基地のワークショップは、50m x 20ｍ程度の建屋および全長 30m、重量 50 トンの船

舶まで上架可能な上架設備がある。同ワークショップには、機械加工に関する基本的な設

備機械は設備されている。 

 

アデン港内には、アデン港湾会社傘下の修繕造船所がある。同造船所は、港湾局の所有

する浚渫船などの修繕を行うとともに、周辺国の船舶の修繕等を実施している。船台能力

について、 大では 250 トン、長さ 55m までの船舶を扱うことができる船台など、5 つの
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船台を有しており、機械工場および電気工場などを有している。YCG 所有のマレーシア艇

の修繕は同造船所が担当した。 

 

 

2-2-2 自然条件 
 

アデン湾の気候は、10 月以降 5 月までの間に生じる北東モンスーン気候および 6 月から

9 月の間に生じる南西モンスーン気候に特徴づけられる。 

 

アデン湾における風、波およびうねりの状況として、 新の英国海軍水路部の発行する

水路誌「ADMIRARITY SAILING DIRECTIONS RED SEA AND GULF OF ADEN 

PILOT NP64 Sixteen Edition 2009」では、以下のような報告がされている。 

 

- 南西モンスーン期間（6 月から 9 月）においては、アデン湾で風力階級 7（風速 28 ノ

ット~風速 33 ノット、強風）を超える風の発生頻度はおおよそ 10%、波高 2m を超え

る波の頻度は約 25%、南西からのうねりおおよそ 2m 

 

- 北東モンスーン期間（10 月以降翌年 5 月）においては風力階級 7 を超える風は殆ど観

測されず、波高 2m を超える波の発生頻度は約 16％から 21%、東からのうねり約 2m 

 

これらから、アデン湾海域における年間有義波高は、2m あるいはそれ以下であると想定

する。 

 

アデン湾での月平均海水表面温度は、季節および場所により変化するが、おおよそ 26℃

から 29℃となっている。 

 

「イ」国は乾燥帯に属しており降雨量は少なく、アデンの年間降雨量 45 ミリである。気

温は、非常に高く、アデン港における月平均気温は 高気温おおよそ 30℃から 37℃、 低

気温がおおよそ 23℃から 27℃、相対湿度は 大約 70％となっている。 
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図 2- 4 アデン港の気温 

(出典：RED SEA AND GULF OF ADEN PILOT 2009) 

 

図 2- 5 アデン港の湿度 

(出典：RED SEA AND GULF OF ADEN PILOT 2009) 

 

 

2-2-3 環境社会配慮 
 

本プロジェクトは船舶建造案件であり、本プロジェクトの実施が自然環境等に対して与

える負の影響は限定的である。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

 

3-1 プロジェクトの概要 

 

3-1-1 上位目標とプロジェクト目標 

 

 アデン湾はインド洋から紅海へと通じる国際海上交通の要衝であるが、アデン湾をはじ

めとする「イ」国の周辺海域では、ソマリア国における内戦の激化、治安情勢の悪化に伴

って、いわゆるソマリア海賊が横行し、アデン湾を航行する船舶に対する襲撃、略奪、船

員の誘拐事件など海賊行為による被害が急増し、国際社会にとって大きな脅威となってい

る。国際社会は一致協力、連携をしてこの海域での海賊問題に対して対処をしているとこ

ろであるが、周辺国の海上保安能力の向上が根本的な解決策として不可欠であるとして

「イ」国の海上保安能力向上にも積極的に支援を行っている。 

 加えてこの海域が、対岸のアフリカ諸国から「イ」国アデン湾沿岸への麻薬密輸、人身

売買等の不法活動の主たる経路として利用されていることから、アデン湾における海上治

安の確立が「イ」課題となっている。 

 

 「イ」国の沿岸警備隊は、周辺海域で唯一組織として確立された海上保安機関であるが、

2002 年に新しい組織として施設、装備などもほぼゼロからスタート、厳しい財政事情のな

かにあって支援国からの援助を受けながら海上保安能力の向上に取り組んでいるが組織、

施設、装備とも依然として不十分である。 

 「イ」国の海岸線長は約 2,500 キロメートル、アデン湾などを含む排他的経済水域はお

およそ 46 万平方キロメートルと広大であるが、「イ」国の沿岸警備隊が所有する船舶勢力

は小型巡視艇、港内巡視艇のみであり、港外での哨戒を実施することが可能な船艇はわず

か 22m 型巡視艇 3 隻および 15m 型巡視船 4 隻を保有するのみである。これら船艇勢力で

は、アデン湾での海象に左右され緊急を要する海賊事案に対処することは非常に困難であ

り、治安維持のために為されねばならない計画的な哨戒活動を実施することも困難な状況

であるため、船舶勢力の整備は喫緊の課題である。 

 

 このような状況を踏まえて、「イ」国沿岸警備隊は、戦略的に海上保安能力の向上を図る

ために、今後 10 ケ年間で進めるべき基地施設の建設計画、船舶など必要な装備の規模、数

量についての具体的な整備計画として、「YCG 戦略的計画」を立案した。その計画における

重要な課題の一つは、アデン湾、特に公海海上において哨戒活動が可能な大型巡視艇の建

造である。 

 

 本プロジェクトは、アデン湾における安全で円滑な海運が確保されることを上位目標と

し、アデン湾での活動が可能な大型の巡視船艇が新規に配備され、アデン湾における「イ」

国による海上保安能力を強化することを目標とする。 
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3-1-2 プロジェクトの概要 

 

 本プロジェクトでは、上位プロジェクト目標を達成するために、「イ」国政府より要請の

あった、35m 級巡視艇を投入し、アデン湾の哨戒活動に従事することにしている。これに

より同海域での海上保安能力が強化され、海上事案が減少することが期待されている。協

力対象事業において建造する 35m 級巡視艇を、イエメン国沿岸警備隊アデン湾管区アデン

港基地に配備する。 

 

 

3-2 協力対象事業の概略設計 

 

3-2-1 設計方針 

 

(1) 計画巡視艇が対象とする活動範囲 

 「イ」国沿岸警備隊は、「イ」国の周辺海域を、インド洋北西部アラビア海からアデン湾

東側海域を管轄する北アラビア海管区、アデン港沖の海域を中心としてアデン湾の西側を

管轄するアデン湾管区、紅海を管轄する紅海管区と大きく 3 つに区分している。 

 

 イエメン周辺海域における海賊事案は、図 3-1 に示すとおりアデン湾におけるイエメンの

沿岸を中心にして、紅海からソマリア沖、インド洋まで比較的広範な海域において、発生

報告がされている。アデン港沖などアデン湾管区が管轄する海域は、商船の常用航路とし

て利用されており海運においては非常に重要性の高い水域であり、この水域における海上

治安の確保は喫緊の課題となっていること、海上治安の確保のために巡視艇を当該海域に

投入し哨戒活動を行うことによりプレゼンスを示すことが海賊等への対策として有効な手

段であることから、アデン湾管区の水域を日本が供与する巡視艇が主として活動すべき水

域とした。 

 

図 3- 1 2009 年ソマリア沖・アデン湾での海賊発生場所 

 (出典：2010 年 IMB 資料、注:赤=拘束発生場所、黄=襲撃発生場所) 
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 一方、北アラビア海管区における施設および装備の整備が未了であることが要因となっ

て、アデン湾の東側、特にオマーン国境付近において、武器や禁止薬物の密輸入、不法入

国などの事案が多数発生していることが報告されている。これらの不法行為は国際的なテ

ロ活動との関連性が高いと推察され、沿岸部の哨戒活動を行うことにより対処することの

必要性が認められることから、アデン湾東側の沿岸部およびソコトラ島付近も計画巡視艇

の活動範囲として含むことした。 

 
図 3- 2 計画艇の活動範囲 (概念図) 

 

(2) 巡視艇の規模  

 本計画船は、前項で例示する通り「イ」国の領海および排他的経済水域において哨戒な

ど海上保安活動を行うに十分かつ 小と考えられる規模とするが、「イ」国沿岸警備隊にお

いては巡視艇の規模について適用されるべき技術基準がなく、我が国における実績を踏ま

えて 35m 級巡視艇とする。 

 

(3) 隻数  

 「イ」国の領海および排他的経済水域における治安の確保が沿岸警備隊の任務であり、

恒常的に哨戒活動を行うなどにより沿岸警備隊の存在を示すことが重要である。YCG 戦略

計画案では、広大な海域ではあるがその第一歩として、アデン湾管区には大型巡視艇 4 隻

を配備することにより、巡視艇 1 隻が恒常的に哨戒業務を実施することができる体制を確

立することを目標とした配備計画を策定している。 

 

 巡視艇の任務ローテーションを考慮すると、哨戒活動を実施する船以外に緊急事態に対

Aden  

現有船の活動範

計画船の活動範囲 

0 400km 100 200 300 

N 
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応するため基地において待機する船、補給および整備中の船、乗員の休養にあてる船と 4

隻がそれぞれのローテーションに就くパターンが基本として考えられる。待機および補修

については、必要により適宜一つのローテーションとして実施することは可能であり、

低限 3 ローテーションに就く船が必要、すなわち恒常的に 1 隻が哨戒を実施するためには

常時 低 3 隻が運用可能な状態で配備されていなければならない。各船とも年間 1 ケ月程

度の定期整備期間が必要であることを考慮して、いかなる期間においても哨戒、待機を欠

けることなく実施し、乗員の休養を合わせた 低 3 ローテーションを実施するために巡視

艇 4 隻の体制が必要である。 

 

 例えば固定クルー制から複数クルーに移行することに休養ローテーションを不要にする

などの工夫は課題として考えられるも、当面乗員の確保や維持管理体制の確立が当面の課

題であるなか、現行システムの変更については相当の困難が伴うと考えられるところで、

まず 4 隻のローテーションによる体制は極めて現実的と考えられる。 

 

 アデン湾管区には、2011 年 4 月に米国から供与される大型巡視艇 2 隻の配備が予定され

ており、「イ」国を支援する国際協調の一環として本プロジェクトにより計画船 2 隻を投入

することにより、全体でアデン湾管区における大型巡視艇 4 隻の体制を実現することが可

能になる。 

 

 しかし、沿岸警備隊が現有する船舶の運航および維持管理に要するレベルと計画艇を運

航し維持管理するにはレベル差があるものと思料され、整備能力の向上などに時間を要す

ること、急激に運用する船舶数が拡大することにより運航経費の急激な負担増となるが必

要な予算が確保され所期の運用がなされるのかなどを見極めることが必要であり、まずは

巡視艇 1 隻の供与を行い、2 隻目の供与時期は米国による供与艇の運用状況などを確認して

慎重に判断する必要がある。 

 

(4) 武器輸出禁止 3 原則等へ対応 

 搭載機器の仕様選定においては、輸出貿易管理令等の輸出規制関係法令を参照の上、過

剰な設備とならないように留意した。また、「イ」国側に、「武器輸出三原則」(1967.4.21)

および「武器輸出に関する政府統一見解」(1976.2.27)にもとづく輸出貿易管理令別表記載

の禁輸項目について「イ」国側に説明を行い、計画船には銃のみならず銃座等の設備はし

ないことを確認した。 

 

(5) 自然条件に対する方針 

 アデン湾の波浪に関して、前述のとおり、既往資料等で確認の上、波浪等に関しては船

艇の設計条件として特段に厳しい条件想定を行う必要はないと判断した。ただし、温度に

関しては、個別事例で設定すべきであり、機器類の周囲温度 45℃、海水温度 32℃を設計条

件とする。 
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(6) 実施機関の運営および維持管理に対する対応方針 

 アデンにおいては港湾会社が運営する修繕造船所があり計画船を上架しての修繕が可能

である。また、沿岸警備隊アデン港基地内には主として小型船の上架整備および装備機器

類の整備を実施している整備工場を有しており、簡易な修繕サービスを実施することは可

能である。しかし、「イ」国は船舶用機器のメーカーサービスを迅速には受けられる地域で

はなく、補修部品の入手には期間を要するため、実施機関においても機関部品などある程

度の交換部品、消耗品などのストックを行っている状況にある。 

  

  

3-2-2 基本計画 

 

(1) 巡視艇の基本性能要件 

 「イ」国側から当初要請において示された、計画船の仕様等に関する要望は次のとおり

であった。 

 

項目 要請書に示された仕様・諸元 

全長 30-35m 

喫水 2-3m 

航行海域 アデン湾（風浪階級 6-8 を想定） 

乗員数 15 名 
連続航海日数 7 日 

 

 要請段階では「イ」国側当初要求性能の前提となる考え方が示されてはおらず、「イ」国

側と計画船に求められる任務との関連に注目して、計画巡視艇の基本要件ついて協議を行

い、計画船の基本性能要件を次のとおり整理し確認した。 

 

 1) 船の寸法 

巡視艇など業務艇の船の寸法を決定する上で特に考慮すべき要素は、搭載する機器類、

搭載人員および稼働する海域の特性である。アデン湾は、モンスーンなどの影響を受け

る海域であり、船のサイズを決めるにあたり波浪中での稼働を適宜考慮しなければなら

ない。 

船の寸法、特に長さを増すに比例して荒天性能は向上し、波浪中での稼働率は増大す

るが、運動性能は低下する。加えて、建造費用、維持管理費などが増大するため、我が

国海上保安庁の巡視船艇のみならず税関監視艇等同種の任務を持った業務艇においては、

このようなトレードオフの関係を総合的に考慮して もバランスの良い全長 35m 乃至

37m の船が多数を占めている。本計画でもこれに準じて全長 35m 級とする。 

 

 2) 最高速力 

計画船における海賊対策では、海賊の追跡および捕捉については主として高速航行可
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能な搭載艇によるものとし、その際に本艇は搭載艇の支援を行うことを基本的な考え方

とする。計画船では低速航行を中心とした哨戒業務、アデン湾を航行する一般商船の保

護が主たる業務となるが、一般船舶の通常航海速力は 20 ノット前後であることを考慮し

て、計画船の 高速力を 25 ノット以上とする。図 3-3 に軽合金製 35m 型巡視艇の所要

馬力曲線の例を示す。 

 

 

 
図 3- 3 所要馬力曲線 

(出典：コンサルタント作成資料) 

 

 3) 航続距離 

設計方針で示したとおり、本計画船による哨戒海域として、アデン港沖を中心とした

アデン湾の西側、沿岸警備隊アデン湾管区の海域に加えて、アデン湾の西側オマーン国

境付近の海域あるいはソコトラ島付近の海域を含むものとしている。 
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図 3- 4 アデン基地およびアル・ムカラ基地からの航続距離 

(出典：コンサルタント作成資料) 

 

 

オマーン国境付近海域での哨戒あるいはソコトラ島付近での哨戒においては、アデン

港基地から一旦アル・ムカラ海軍基地にて給油を受けることが可能である。図 3-4 には、

アデン港基地からアル・ムカラ基地までの警備およびアル・ムカラ基地からのオマーン

国境付近での警備を実施する場合、およびソコトラ付近での警備を実施する場合の概略

航海距離を示す。これらの条件を満足させるものとして計画船は、航続距離を 800 海里

とする。 

 

 4) 定員 

指揮及び航海、機関運用を担当する職員に加えて、「イ」国側は、被疑不審船舶への臨

検調査の際に乗り込みなどの任務を実施する要員である一般船員を 10名以上としたいと

の強い要望も考慮し、計画艇の定員を 17 名とした。定員内訳を表 3-1 に示す。 

  

表 3- 1 計画艇の定員内訳 

職 務 人数 

艦 長 1 
副 官 1 
機 関 長 1 
通 信 士 1 
電 気 技 師 1 
操 舵 手 2 
一 般 船 員 10 
合 計 17 

 

 5) 連続航海日数 

同程度の規模の船舶における実際的な船舶の運用状況を考慮して、連続航海日数を 3

日とし、飲料水および清水、食糧庫などの容量は、3 日分を基準とした。 

 

アデン港基地 

アル・ムカラ基地

オマーン国境付近

ソコトラ島付近 

（nm：海里 
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(2) 主要寸法 

 全長 35ｍ級とする基本方針のもと、甲板下に操舵機室、機関室、乗員の居室スペース、

空調機などを設置する区画等を配置し、燃料および水などの積載に必要なタンク類のスペ

ース等が確保できることを確認して、全長を 35.8m と決定した。 

 幅および深さについては、実績船の寸法をベースとして、居住性、復原性などの諸条件

を勘案して、全長 35.8ｍ、幅 6.9ｍ、深さ 3.2ｍ、喫水約 1.25ｍとした。 

 

(3) 船体構造 

 本計画艇のような船舶の船体構造材料としては、軽合金または高張力鋼が一般的に使用

される。 

 前項の主要寸法、 高速力 25 ノット以上および航続距離 800 海里の条件のもとで、概略

設計を行ったところ、以下のとおりであり、船質を軽合金とした場合では、「イ」国側が現

有する船舶（マレーシア艇）が使用する主機関と同一機種が選択肢に入る。主機関の維持

管理に関して、同一機種であることは、管理および補修の技術面でも、補修部品の調達管

理などでも大きなメリットが得られる、 

 軽合金船は、軽量な船体ゆえに高張力鋼船に比して、若干波浪中での運動が大きくなる

可能性はあるが、荒天中にも高速航行を要求される船舶ではなく、より小馬力の主機関の

採用により燃料費を初めとする運航経費が小さくなること、高張力船体の場合との建造費

の差はほとんどないこと等を総合的に勘案し、船質を軽合金とした 

 

主船体の船質 軽合金 高張力鋼 

推定排水量 116 トン 157 トン 

概略 低所要馬力 3000kW 3800kW 

選択可能な機関の例 
MTU16V2000M92 

1630kW x 2 式 
MTU12V4000M93 

2340kW x 2 式 

 

(4) 船型 

 本計画船の船型として、単胴の高速船として も一般的であり、耐波浪性に優れたハー

ドチャイン付ディープＶオメガ型船型を採用する。 

 

(5) 適用規則 

 「イ」国側に対して、本計画船の設計に対して適用すべき「イ」国の法律等について、

確認を行ったが、現時点では存在しないとの回答であった。また、沿岸警備隊として独自

の規則、規格なども存在しないとの回答であったため、船舶の構造、防火あるいは消防な

どの重要な設備など安全性に関わる事項に関しては、船舶安全法など日本の船舶に関する

法律などが定める規則に準じて設計、建造することとした。 
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(6) 通信装置等 

 一般通信装置として沿岸警備隊は、部内通信用として HF 無線電話、部内および部外通

信用として VHF 無線電話を使用している。GMDSS 設備を含む無線通信設備等は、現有艇

における設備方針を踏襲し装備するものとした。 

 

(7) 乗員保護装置 

 ソマリア沖海賊では自動小銃など武器の所持が確認されており、海賊等の追跡などの際

に、武装した海賊等から攻撃を受ける事態を想定する必要がある。 

 このような事態において乗員の生命を保護するため、自動小銃に対して有効な防弾材料

を操舵室前面および側面に限定して施工し、 低限の乗員の保護を図ることとする。 

 

(8) 係留設備 

 この種の船舶では桟橋係留などが通常であり、錨の使用頻度は少ないと考えられる。し

かし、本計画船は、アデン基地における桟橋整備完了するまでの間ブイへの係留が予定さ

れている。ブイ係留においては船首大錨の使用は必須であり、係留の際に浅い海域で錨の

取り回しを容易にするために錨鎖を追加して装備することとする。 

 

(9) 監視取締装置（監視カメラ） 

 映像証拠は適正な法令執行において重要であり、「イ」国側より監視カメラの設置につい

ては強い要望があった。計画船には、探照灯に近赤外線フィルターを追加するのみで夜間

の暗視装置として利用することもでき、カメラ本体のメンテナンスも少ない利点がある高

感度 CCD カメラ方式の監視取締装置を採用する。 
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(10) 計画船の要目 

 以上の検討結果を踏まえて本計画において建造・調達される巡視船艇の基本仕様を以下

のとおりとした。 

 

1) 主要目 

項目 仕様 
国籍 イエメン共和国 

航行区域 
アデン湾全域 
JG 近海資格 

主要寸法  
 全長 35.8m 
 長さ（登録） 35.2m 
 幅（計画、型） 6.9m  
 深さ（喫水線長の中央にお  い

て、型） 
3.2m 

 喫水（計画） 約 1.25m 
計画総トン数 約 208 トン 
容積  
 燃料タンク 30m3  
 飲料清水タンク 4m3   
 雑用清水タンク 4m3   
主機関  
 種類 高速ディーゼル機関 
 大出力 1630kW  
 台数 2 台   
発電機  
 駆動機関 高速ディーゼル機関  
 駆動機関出力、回転数 51kW x 1500rpm  
 発電機 ブラシレス式交流発電機 2 台   
速力  
 高速力 25 ノット (2/3 載荷状態、 大出力にて)  
 航海速力 20 ノット (2/3 載荷状態、75％ 大出力にて)  
航続距離 800 海里  (航海速力において)  
航海日数 3 日   
定員 17 名   
船質 軽合金   
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2) 船体部 

項目 数量 仕様 
係船装置   
 船首キャプスタン 2 14.7kN x 13m/min,  電動 
 船尾キャプスタン 2 14.7kNx13m/min,  電動 
 大錨 2 260kg、ダンフォース型   
 大錨索 2 径 32mm x 長さ 135m、ナイロンエイトロープ 
 大錨鎖 1 径 19mm x 長さ 30m、ステンレス 
 挽索 1 径 30mm x 長さ 135m、ナイロンエイトロープ 
 係船索 1 径 20mm x 長さ 165m、ナイロンエイトロープ 
 係船索 1 径 32mm x 長さ 50m、ナイロンエイトロープ 
 係船索 1 径 20mm x 長さ 50m、ナイロンエイトロープ 
操舵装置   
 舵 2 吊舵、ステンレス単板 
 舵取機 1 電動油圧、約 19.6kN-m 
救命設備   
 救命筏 2 15 人用 
 救命胴衣 30 成人用 
 光せん 4  
 自己発煙信号 2  
 自己点火灯 2  
 落下傘付信号 8  
消火設備   
 持運び式消火器 9 粉末式、予備消火剤 50％ 
 自動拡散式液体消火器 4 機関室消火用 
居住設備   
 居住区画内装工事 1 式  
 賄室設備   
  電気レンジ 1 IH ヒーター式、約 2kW 
  電気オーブンレンジ 1 約 1kW 
  電気瞬間湯沸し器 1 約 18kW 
  電気冷蔵庫 1 400L 程度 
  電気冷凍庫 1 200L 程度 
  その他 1 式 流し、調理台、食器棚等 
搭載艇および揚降装置   

 搭載艇 1 
4.5m 型複合艇（FRP、ゴム）、定員 6 名、速力 30
ノット以上 

 揚降ダビット 1 軽合金製、耐荷重約 500kg、電動ウインチ付、 
空調設備   

 第 1 系統 1 
甲板下および甲板室区画、水冷パッケージ型、37℃、

80％RH－25℃、50％RH 
 第 2 系統 1 操舵室、水冷セパレート型 
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3) 機関部 

項目 数量 仕様 

主機関 2 
4 サイクル単動 V 型高速ディーゼル 
定格出力 1630kW、回転数 2450rpm、16 筒、電動

機始動 
減速機 2 減速逆転機、減速比 2.41 
推進軸 2 ステンレス 

プロペラ  2 
5 翼固定ピッチ、径約 1200mm、予備プロペラ 
右回転および左回転各 1 

船尾管軸封装置 2 メカニカルシール 
船尾管軸受 2 海水潤滑ゴム軸受け 
張出軸受 2 海水潤滑ゴム軸受 
中間軸受 2 海水潤滑ゴム軸受 
主軸接地装置 2  
発電機 2 64kVA, 440V, 50Hz  
ポンプ類   
ポンプ類   
 雑用水兼ビルジポンプ 1 渦巻自給式 10m3/h x 20mAq 
 ビルジポンプ 1 渦巻自給式 10m3/h x 20mAq 
 清水サービスポンプ 2 ホームポンプ 3.6m3/h x 15mAq 
 サニタリーポンプ 1 渦巻式 5m3/h x 7mAq 
 廃油ポンプ兼 

1 
歯車式 1m3/h x 0.1MPa 
  潤滑油給油ポンプ 

 手動燃料空気抜き兼 
 小出しポンプ 

1 ウイングポンプ 

油水分離器 1 自動排出式、処理能力 0.15m3/h 
造水装置 1 逆浸透膜式、日量 3 トン 
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4) 電気部 

項目 数量 仕様 
発電機 2 64kVA, 440V、 三相、50Hz 、ブラシレス  

蓄電池 4 
 

24V x 200AH、主機関始動および発電機関始動用非

常灯用・通信警報および無線用・機関始動用各 2 

主配電盤 1 
自立または壁掛式、アルミ、発電機盤、同期盤、給

電盤、蓄電池放充電盤他 
蓄電池充電装置 1  
分電箱 1 デッドフロント型 
船外受電箱 1 AC440V 三相 
操舵室スイッチ盤 1 操舵コンソールに設置 
航海灯管制盤 1  

探照灯 1 
2kW キセノン、近赤外線照射装置および高感度

CCD カメラを一体として 3 軸安定台に搭載 
投光器 6 250W ハロゲン投光器、 
移動作業灯 3 防水型 x2、通常型 x1 
スイッチおよびレセプタク

ル 
1 式  

室内灯 1 式  
室外灯 1 式  
通信信号装置   

 共電式電話 1 式 
操舵室、機関室、操舵室、士官食堂、部員食堂、船

長室 

 船内監視用テレビ 1 式 
カメラ：機関室 x4 、舷側・船尾 x4、モニターおよ

び管制器：機関室用 x1、舷側・船尾 x1 
 船上連絡装置 1 式 インカム式、親機＋子機 3 式 
 電子ホーン 1 第 3 種汽笛 
拡声装置 1 式 本体出力 60W  
計測装置   
 舵角指示器 1 発信器、指示器各 1 
 主機回転計 1 直流発電機式、発信器各 1 式、受信機各 2 式 
 海水温度計 1 電気式デジタル 
 気温計 1  
 液面計 2 燃料タンク、清水タンク 
警報装置   
 非常用警報装置 1 式  
 操舵室警報装置 1 式  
 火災警報装置 1 式 手動火災報知器、自動火災報知器 
 浸水警報装置 6  
 燃料タンク液面警報装置 1  
航海計器   
 GPS コンパス 1  
 磁気コンパス 1  
 レーダー  1 X バンド、ARPA 一体型 
 AIS 受信機 1  
航法装置   
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 GPS 航法装置 1  
 電子海図情報表示装置 1  
 真風向風速計 1 電気式、ベーン式 
 ワイパー 5 電動アーム式、操舵室前面 
 音響測深儀 1  
無線装置   
 国際 VHF  2  
 双方向 VHF 無線電話 2  
 ナブテックス受信機 1  
 衛星系非常用位置指示無

線標識（EPIRB） 
1  

 捜索救難用レーダートラ

ンポンダー 
1  

 HF/MF 無線電話 2  
 広帯域受信機 1  
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3-2-3 概略設計図 

(1) 一般配置図     

 

 

全長 35.8m  

型幅 6.9m 

深さ 3.2ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 5 計画艇一般配置図 
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3-2-4 施工計画 

 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

 

（1）建造調達に係る基本方針 

 本計画は、交換公文（E/N：本計画の目的、E/N の供与期限、実施条件、供与限度額等の

確認）が、日本政府と「イ」国政府間で締結され、続いて贈与契約（G/A：本計画の実施事

項、G/A の供与期限、実施条件、供与限度額の確認）が JICA と「イ」国政府実施機関との

間で締結された後、我が国無償資金協力の制度に則り実施される。 

 

 本計画で建造する船舶は、軽合金構造であること、特殊な業務遂行を目的した船舶のため

に一般船舶とは異なる設備の装備や構造も多いことから、本計画船を建造する造船所は同種

船舶に建造に相当の技術、経験が必要とされる。 

 加えて、本計画船は我が国の無償資金協力の制度に沿って指定期間内の完成が要求される

ことから、十分な生産設備能力を有し、工程管理および調達監理技術にも優れた造船所を選

定しなければならない。 

 

 そのために、同規模の巡視船艇もしくは同様の任務を目的とした業務船艇を建造した経験

を十分に有し、かつ現有の生産体制および専任の技術者の能力および経験が本計画により建

造する船舶に照らして十分であると認められる我が国で造船業を営む法人（若しくはその共

同企業体）が建造契約者となるよう入札を進める。 

 

（2）建造造船所選定の業務手順 

 巡視艇の実施設計から、業者選定、建造、現地引き渡しまでの各段階における施工方針は

次のとおりである。 

 

1）実施設計 

選定されたコンサルタントは現地にて「イ」国実施機関であるイエメン沿岸警備隊と 

綿密な協議を行いながら、概要設計の方針に基づいて実施設計を行い、機材仕様書、一般

配置図などの設計資料を以って 終確認を行う。同時に、入札資格審査書類および機材仕

様書、業者契約書等を含む入札図書案についてもイエメン沿岸警備隊と協議の上承認を得

る。 

この際に「イ」国財務省等に銀行取極め（Banking Arrangement）及び支払い授権書

(Authorization to Pay)等の手続を確認する。 

 

2）業者選定 

コンサルタントは、「イ」国実施機関が承認した入札参加事前資格審査の方法に従って、

事業実施者に関する入札参加資格審査を実施し、審査の結果を「イ」国政府に報告し、そ

の承認を得て入札資格者を決定する。 

コンサルタントは、入札参加資格審査に合格した事業者を対象として、「イ」国実施機
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関代表者の立会のもとで競争入札を実施し、入札結果を取りまとめ契約交渉権の業者を

「イ」国政府に推薦し、「イ」国実施機関と事業者の契約交渉を補佐する。 

 

3）建造 

本計画船の建造期間においては、日本国政府の検査官の船舶安全法に基づく検査を実

施するほか、コンサルタントは実施機関の代理として、設計、材料、加工、組立、性能試

験、等の検査・監督を行い、進捗を月報として「イ」国実施機関に報告する。 

なお、主要な設計図書はコンサルタントが照査を行い、「イ」国実施機関の承認を得る。 

 

4）輸送 

本計画船の輸送は大型重量物運搬船で行う計画であり、契約事業者の責任で「イ」国

アデン湾に回航される。コンサルタントは輸送前検査、現地荷下ろしに立会い、瑕疵のな

いことを確認する。また、巡視艇輸入に係る手続はすべて「イ」国が行う。 

 

5）現地引き渡し 

コンサルタントおよび造船所派遣の技師は「イ」国アデン湾にて実施機関への巡視艇

引き渡しに際し、復旧作業及び現地確認運転を行った後、イエメン沿岸警備隊に正式に引

き渡しを行う。本確認運転において不具合箇所が発見された場合は建造造船所の手配で早

急に対策・処置を行う。確認運転に要する燃料費等は建造造船所の負担とする。 

 

（2）技術支援に係る基本方針 

 本計画船建造の適当な時期に船長、機関長および電気・通信士等計 5 名を対象として 1.5

ケ月間建造造船所あるいは主機関製造者などの主要機器製造者等において技術説明と取扱

い指導を行うこととする。 

 

 

3-2-4-2 施工／調達上の留意事項 

 

本計画船建造工事施工上、次の諸点に留意する必要がある。 

 

(1) 「イ」国の地域特性 

本計画船は、「イ」国での使用を考慮し、機器の周囲温度 45 度海水温度 32 度においても

所期の性能が得られるように考慮するとともに、「イ」国固有の船舶規則がないため、船体

構造および設備に関して我が国の船舶規則を適宜準用し建造を行う。 

また、「イ」国アデン湾における船舶修繕施設の能力が限られことから、特に塗装、防食

などの施工にあたり造船所の品質管理、検査基準の適用に関して十分監理し、材料の検査、

船体検査を厳格に行うことにより高品質を維持し、引き渡し後「イ」国での維持管理をでき

る限り軽減するような品質管理策を図るものとする。 
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(2) 施工管理 

本計画船は、いわゆる高速船であり、船体重量の増加が、速力性能、復原性などに与える

影響は極めて大きい。このため、生産設計の段階にあっても構造の詳細を合理的に決定し、

艤装品、搭載品の選定においては性能を満足するものからもっとも軽量な機種を選定し、設

計から建造のすべての段階において軽量化に注意を払い、重量管理を徹底することが求めら

れる。 

施工にあたり造船所の品質管理・検査基準の適用を十分に監理し、材料の検査、船体部検

査灯を厳格に行うことにより高品質を維持し、引き渡し後「イ」国側での維持管理に係る作

業をできるだけ軽減するような予防的な品質管理策を図るものとする。 

 

(3) 納期管理 

主船体材料および主機関、発電機、航海計器など主要装備機器の調達管理を確実に実施す

ることが、本計画船の納期を管理する上で必要なことである。 

特に主機関の搭載時期が、機関室内艤装工程の起点となるため、建造工程上のクリティカ

ルパスとなり、注意を払う必要がある。造船所に対しては、主機関を含む調達計画について

詳細を確認させた上で、船体の工事工程管理を行う。 

 

(4) 輸送手段の確保 

本計画船は日本国内で完成後、「イ」国に向けて海上輸送することを想定している。重量

物の海上輸送手段として半潜水式重量物運搬船を専用にチャーターする方法もあるが、本計

画船の大きさおよび重量からコスト的に優位となる重量物専用揚貨装置（ヘビーデリック）

を備えた重量物運搬船を利用することとする。 

重量物専用揚貨装置を備えた重量物運搬船の運航は、混載となるため積み取る貨物次第で

決まることも考慮して、現地引渡し時期に合わせた配船がされるよう、早い段階から輸送業

者と十分な調整を行う必要がある。 

 

 

3-2-4-3 施工区分／調達据付区分 

 

 本プロジェクトが我が国の無償資金協力事業として実施される場合、計画船の建造及び資

機材の調達はすべて日本において日本側で行い、「イ」国への輸送も日本側が実施する。 

 計画船に関する機材の取付けなどに関して「イ」国側で実施する作業はない。 
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3-2-4-4 品質管理計画 

 

 本計画船の建造にあたり、品質管理のため以下の方策をとる。 

 

(1) 工事施行者の資格 

本計画船の船体材料を軽合金とするため、船体の溶接工事を実施する技能者については、 

少なくとも軽合金溶接協会、アルミニウム溶接技術委員会または日本海事協会の溶接検定試

験に合格した有資格者であることを基準とする。 

 

(2) 構造材料 

構造材として使用する板材、押し出し型材については、すべてメーカーによる材料試験を

課す。 

 

(3) 船舶安全法による検査  

本計画船は、日本国籍を有しない船舶であるが、本計画船の安全確保のため、船舶安全法

に準じて、船体構造、係留装置、操舵装置、消防設備、機関設備、電気設備などを建造し、

船舶安全法による検査を受けることとする。 

 

 

3-2-4-5 資機材等調達計画 

 

高速艇の場合、主機および発電機など重量機器の選定は船舶の性能に大きく影響をするた

め非常に重要であり、特別な事情がない限り、もっとも軽量で高出力の主機を選定するべき

である。ドイツあるいは米国のメーカー製品が、このクラスの機関として性能で圧倒してお

り、世界的なシェアーを持っている。イエメンにおいても代理店が存在し、消耗品、補修部

品の供給、あるいは技術者の派遣など必要なアフターサービスが受けることができることを

確認して、これら製品を採用する。 

 

 

3-2-4-6 初期操作指導・運用指導等計画 

  

計画船が現地に到着し復元工事および確認運転が終了した後に、約 0.25 ケ月の間、建造

造船所の技術者 2 名（甲板部および機関部各 1 名）により、初期操作指導および保守管理

の技術指導を行う。 

 

 

3-2-4-7 実施工程 

 

 図 3-6 に実施工程表を示す。工程表には、コンサルタントによる実施設計とともに、計画

船舶 1 隻の建造、調整・試運転、輸送、現地確認運転・引渡しまでの実施工程を示した。 
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(現地調査）

(国内作業）

(現地調査）

(入札・契約）

(計　5.5ケ月）

1 2 3 4 5 6

実
施
設
計

 
 

 

（設計・図面作成）

(資機材調達）

△(起工） △ (進水）

（船殻建造工事）

(船体艤装工事）

（内装工事）

（主機関・軸系工事）

（機関艤装工事）

（電気艤装工事）

(航海計器類）

(調整・試運転）

(輸送）

(計　15ヶ月） (現地確認運転・引き渡し)

9 10 111 2 3 4 5

施
工
・
調
達

12 13 14 156 7 8

 
図 3- 6 実施工程表 （1 隻分の建造工程）
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3-3 相手国分担事業の概要 

 

 本計画船に関する建造、機材の調達はすべて日本で実施する。 

 

 事業実施中および本計画船の現地到着時において、「イ」国側が分担すべき手続き事項、

分担事業は以下のとおりである。 

 

 「イ」国への輸送必要な書類の取得 

 本協力事業に関する契約について、日本の銀行との銀行取極、支払い授権書の発行及

びそれらの手続に必要な手数料の支払い 

 本協力事業による船舶および搭載機器に対する「イ」国での関税等の諸税および課徴

金の免除および迅速な通関 

 アデン港における本計画船の受取りと荷下ろし場所から基地係留場所までの移動 

 本計画船を運航する要員の確保と訓練の実施 

 本計画船の運航に必要とする燃料費、維持管理費、予備品費など必要予算の確保 

 

また事業実施後において「イ」国側が分担すべき手続き事項、分担事業は以下のとおりで

ある。 

 

 本計画船を協力事業による計画船の運航および維持管理に必要とする費用の確実な負

担と予算処置 

 その他、本計画の実施に必要で日本側の負担事項に含まれない事項 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

 

3-4-1 運営計画 

 

 本計画船はアデン湾管区アデン基地へ配属され、アデン湾基地をベースに哨戒活動等を

実施する。各巡視船は各管区本部が運用するが、哨戒活動等は YCG 本部からの命令に基づ

くものであり、YCG 本部作戦局が哨戒活動全般を指揮統括している。 

 特に本計画船および米国が供与する巡視艇 2 隻は、それぞれ主たる哨戒海域が周辺海域

と沿岸水域とするなど分担が分かれると想定されるが、１つのグループとして相互補完を

考慮した運用を行うよりアデン湾管区における海上保安能力をより高めるべく運用する。 

 

 本計画船はYCGとして経験のない規模の船舶であり、運航、機関を担当する職員の技量、

経験について規定をする必要がある。本計画船の乗組員は、現在 YCG が保有する 大の船

舶また同等の船舶を十分に経験したものであることを条件とする。 

 

 

3-4-2 維持管理 

  

 アデン湾基地では、22m 級の巡視艇（マレーシア艇）、米国から供与を受けた 12m 級の

巡視艇（ジェットボート）など多種の小型船舶が配備されているが、アデン湾基地ワーク

ショップがこの維持管理を担当、実施している。YCG 支援のプログラムとして英国などが

機関の整備に関する技術指導等を実施しており、ワークショップ職員は整備作業に関する

基礎的な技量をすでに習得している。本計画船についても、日常および基本的な定期整備

については、船舶の乗組員およびワークショップの職員が主として実施する。 

 

 本計画船を上架するために必要な設備に関して、沿岸警備隊アデン湾基地の上架施設で

は能力が不足するため、アデン湾港湾会社が運営する修繕ヤードを利用する。 

  

 YCG の維持管理方針は、現行、故障が生じて修繕を行う方式、すなわち事後保全方式で

ある。この方式の場合、大型の船舶では修繕のため一時に大きな費用負担を強いられる可

能性があり、長期間の不稼働となる懸念がある。主機関等主要機器については、一定時間

や一定期間の経過などで開放点検や部品交換などを実施する方式、すなわち予防保全方式

を採用し、修繕費用の平準化を図る。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

 

 

(1) 日本側負担経費 

 

施工・調達業者契約認証まで非公表 

 

 

 

 

(2) イエメン側負担経費 

 

特になし。 

 

(3) 積算条件 

  

  積算時点  平成 22 年 5 月 

 為替交換レート １US ドル＝91.73 円 

 施工期間    

 その他  本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従って実施される 
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3-5-2 運営・維持管理費 

 

本計画船の運航、維持管理に必要な費用は次のとおりである、 

 

(1) 年間燃料費 

 本計画船の代表的な運航パターンを以下のとおりと想定し必要燃料費を算出した。 

 

 「イ」国における巡視船艇の運用は、3 隻ないし 4 隻を 1 グループとし、1 週間単位の業

務ローテーションを行い、1 隻の巡視船艇は 3 週ないし 4 週間に対して 1 週間の頻度で海上

での哨戒業務を実施することが基本的な運用パターンとなっている。次回の哨戒任務まで

の間は、船体および機関など船艇の整備期間、乗員の休養期間、訓練期間あるいは待機期

間として 1 週間単位として割り当てている。「イ」国側は本計画船に対しても同様の方針で

あり、3 週間に 1 回の中距離の哨戒業務および月に 1 回の頻度での長距離哨戒業務を実施す

る意向を示した。 

 

1) 中距離哨戒 

 哨戒海域：アデン基地から紅海への入り口となるアルマンデブ海峡までのほぼ中間地

点、すなわちアデン基地から 60 海里の地点を起点および終点とし、アデン湾西側および

バブ・エル・マンデブ海峡付近の海域を警戒対象とする。 

 運用時間：警戒海域において連続 50 時間の哨戒を実施 

 航行速度：アデン基地と哨戒海域との間の移動は巡航速度で移動、哨戒中は低速運航

および機関停止を適宜繰り返し、それぞれの割合が 50%とする。 

 

行動 哨戒海域への往復 哨戒業務 

航海距離 各 60 海里 （250 海里） 

速度 20 ノット 10 ノット 

機関出力 75％ 35％ 

主機運転時間 3 時間 x 2 25 時間 

必要燃料 
3.72 kL 7.25 kL 

11.0 kL 

 

2) 長距離哨戒 

 哨戒海域：アル・ムカラから東方、オマーン国境付近の海域あるいはソコトラ島付近

の海域。アデンからアル・ムカラまで約 300 海里、アル・ムカラからオマーン国境まで

約 250 海里、ソコトラ島まで同じく約 250 海里であり、哨戒海域の起点および終点をア

ル・ムカラから 200 海里とする。 

 運用時間：哨戒海域に入域して連続 6 時間の哨戒を実施 

 航行速度：アデン基地から哨戒海域まで巡航速度で移動、哨戒中は低速で連続航行と

する。 
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行動 哨戒海域への往復 哨戒業務 

航海距離 各 500 海里 （60 海里） 

速度 20 ノット 10 ノット 

機関出力 75％ 35％ 

主機運転時間 25 時間 x 2 6 時間 

必要燃料 
31.00 kL 1.74 kL 

32.7 kL 

 

3) 年間燃料費等  

 本計画船の年間燃料消費量等は、約 366 千ドルと推定する。 

 

種  類 中距離哨戒 遠距離哨戒 

1 回の主機運転時間 31 時間 56 時間 

1 回 の 必 要 燃 料 11.0KL 32.7KL 

年 間 出 動 回 数 17 回 12 回 

年間主機稼働時間 1,199 時間 

年 間 燃 料 消 費 量 579 kL (約 480 トン) 

年 間 燃 料 費 480 x 740 ドル/MT ＝ 355,200 

潤 滑 油 費 燃料費 x 3% ＝  10,656 

合     計 366 千ドル 

(燃料費単価は、現地調査の結果による。) 

 

(2) 維持管理費 

 船舶の入渠および修繕など維持管理に要する費用を以下のとおり推定する。 

 

費目 頻度 
推定値 

対船価割合 概算金額 

入渠費 毎年 約 0.3％ 

2.2 千万リアル 
修繕費（主機関オーバーホール

費用を除く） 
毎年 約 0.5％ 

主機関等オーバーホール費用 
5 年経

過ごと
約 3％ 8.1 千万リアル 

 

 平年の維持管理費は概算 2.2 千万リアル、さらに 5 年ごとに主機関等のオーバーホール整

備費用が別途概算 8.1 千万リアル必要となると推定される。 

 

なお、｢イ｣国側から本プロジェクトにより巡視艇が配備された場合に必要とされる費用

に関して「イ」国財務省は YCG に対して予算の確実な配分を確約する旨を文章にて回答し
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ているとの説明があった。 

 

 YCG の現行予算の詳細については第 2 章 2-2-2 を参照。2009 年予算では、獲得予算額約

44 億リアルに対して巡視艇の燃料および部品購入等の費用が約 3.2 億リアル、船舶整備の

費用が約 3.1 億リアル、この合計は予算全体に対して約 15%となっている。 

 

(3) 人件費 

 

本計画船の乗員は、士官級 5 名、その他 12 名で構成される。士官級およびその他の職員の

給与を、概算平均としてそれぞれ月額 4.5 万リアルおよび 3 万リアルと推定すると、年間約

７百万リアルが必要である。 



41 
 

第 4 章 プロジェクトの評価 

 

4-1 プロジェクトの前提条件 

 

4-1-1 事業実施のための前提条件 

 

 本事業は「イ」国の海上保安能力向上を目的として YCG が実施する海上警備及び海上安

全等の活動に使用される巡視艇を供与するものである。「政府開発援助大綱」（平成 15 年 8

月 29 日閣議決定）では「II．援助実施の原則」において「軍事的用途の回避」を援助実施

の判断において踏まえるべき諸点の一つとして挙げており、この原則に則り本事業を実施

するために、いかなる場合において供与される巡視艇及びその装備品は一切軍事的用途に

使用されないことを双方で確認することが必要である。 

 

 

4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

 

 本プロジェクトの効果を発現させ、維持してゆくためには、協力事業の実施後 YCG は次

の項目を着実に実行しなければならない。 

 

① 本プロジェクトで配備予定の巡視艇は YCG における 大級の船型であり、その運航お

よび維持管理に要する費用も相当なものとなる。YCG は、関係政府諸機関とも連携を

図り、本プロジェクトで配備される巡視艇の運航および維持管理に要する予算を確保す

る。 

② また、巡視艇の規模に対して適切な能力を有する運航要員を継続的に確保する必要があ

る。適切な能力を有する運航要員を数的にも十分確保するために、現状では導入訓練お

よび基礎的な訓練が中心となっている教育訓練の体系を拡充し、一定の経験を有する職

員を対象とした能力向上のための教育訓練を定期的に実施することにより、プロジェク

トで配備する巡視艇の要員を継続的に確保する仕組みを整備する必要がある。 

 

 英米仏などをはじめとした国際社会は「イ」国の沿岸警備隊を支援する国際協調枠組み

を作り支援をハード・ソフトの両面で支援を進めているなか、本プロジェクトは、この国

際協調・国際貢献の一環としてとらえる必要がある。 

 

 

4-2 プロジェクトの評価 

 

4-2-1 妥当性 

 

 「イ」国沖の海域、アデン湾および紅海はアジアとヨーロッパを結ぶスエズ運河に続く
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重要な回廊にあって、年間約 18,000 隻の船舶うち日本関係船が約 2,000 隻航行し、世界の

海上輸送量全体の約 12%に相当する物資がこの海域を通過しており国際海運において極め

て重要な海域であるが、その海域においては 2009 年には 200 件を超える海賊事案が発生す

るなど船舶航行の安全に対して脅威となっているほか、アデン湾の対岸にあるソマリアな

どから「イ」国への武器や薬物などの密輸、密入国などが横行しており「イ」国がテロの

温床となっているとも言われており、アデン湾における治安の維持が喫緊の課題となって

いる。 

 「イ」国政府は、2003 年にイエメン沿岸警備隊を設立しこの問題に取り組みを始めたが、

「イ」国の限られた財政能力のなか、船舶などの装備の整備は進まず、現時点で保有する

巡視船艇勢力では、海賊事案の多数が発生する領海外の海域において有効な哨戒活動が実

施できない。 

 35m 級の巡視艇は、「イ」国の領海のみならず「イ」国沖の公海における国際航路の警備

が可能な要目を有しているが、同クラスの巡視艇供与は日本を除いて他にはない。公海に

おける警備能力付与のための大型巡視艇供与は、イエメンの安定化に大いに寄与する。ま

た、国際航路の安全性向上をもたらし、ひいては我が国国民の生命・財産を守ることとな

り、本協力の妥当性は極めて高いものと判断される。 

 

 さらには、英米仏などをはじめとした国際社会は YCG を支援する国際協調枠組みを作り

支援をハード・ソフトの両面で支援を進めているなか、本プロジェクトは、この国際協調・

国際貢献の一環として高く評価される事業であり、その面においても妥当性が高いものと

判断される。 

 



43 
 

 

4-2-2 有効性 

 

 本プロジェクトの実施により期待される効果は次のとおりである。 

 

(1) 定量的効果 

 

成果指標 現状の数値（2010 年） 計画値（2013 年） 

巡視艇による警備可能範囲

（速度 20 ノット、基地から

の往復） 

600 海里 

(外洋*を含む) 

800 海里 

(外洋*を含む) 

堪航性の向上 哨戒海域を沿岸から 12海里

以下の海域する 

哨戒海域を沿岸から 12海里

以上へと拡大する 

哨戒業務実施時間 

 

平均約 6 時間* 18 時間／日**（第 1 ステー

ジ） 

24 時間／日***（第 2 ステー

ジ） 

   *  2009 年の運用実績から算出 

 **  沿岸から 12 海里以遠 

 *** 米国から供与予定（2011 年 4 月頃）の巡視艇を含めての運用 

 

(2) 定性的効果 

 

① YCG 管轄海域における海賊被害及び密輸事案の軽減に寄与する。 

② 紅海、アラビア海、アデン湾において、安全で円滑な国際海上輸送が確保される。  
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資料‐1  調査団氏名、所属 

 

（1）現地調査 （4月 11 日～5月 18 日） 

番号 氏名 団職名 所属 

1 小泉 幸弘 総括 

独立行政法人国際協力機構  

経済基盤開発部 運輸交通・情報通信グループ

運輸交通・情報通信第一課 課長 

2 惟住 智昭 協力政策 

外務省  

国際協力局 国別開発協力第三課 

外務事務官 

3 彼末 浩明 
技術参与  

 (海上保安体制) 

海上保安庁 

総務部、国際・危機管理官付 

課長補佐 

4 向上  啓 計画管理 

独立行政法人国際協力機構  

経済基盤開発部 運輸交通・情報通信グループ

運輸交通・情報通信第一課 

5 井上 一磨 
業務主任／建造計画／維持管

理計画 
株式会社日本海洋科学 

6 吉田 達哉 運航計画／機関設計 株式会社日本海洋科学 

7 丸山 明男 船体設計 株式会社日本海洋科学 

8 吉田 直美 艤装設計 株式会社日本海洋科学 

9 仲條 靖男 調達計画／積算 株式会社日本海洋科学 

10 ナシム・ジュバリ 通訳 株式会社翻訳センターパイオニア 

 



 

（2）概要説明 （10 月 28 日～11 月 9日） 

番号 氏名 団職名 所属 

1 小泉 幸弘* 総括 

独立行政法人国際協力機構  

経済基盤開発部 運輸交通・情報通信グループ

運輸交通・情報通信第一課 課長 

2 坂部 英孝 副総括／計画管理 

独立行政法人国際協力機構  

経済基盤開発部 都市・地域開発グループ  

都市・地域開発第一課 調査役 

3 井上 一磨 
業務主任／建造計画／維持管

理計画 
株式会社日本海洋科学 

4 丸山 明男 船体設計 株式会社日本海洋科学 

5 ナシム・ジュバリ 通訳 株式会社翻訳センターパイオニア 

（* 現地滞在なし） 



資料 2 調査日程 

 

（1）現地調査 （2010 年 4 月 11 日～5月 16 日） 

日 曜日 

総括 協力政策 業務主任 調達計画 船体設計 

小泉幸弘 惟住智昭 井上一磨 仲條靖男 丸山明男 

計画管理 技術参与 運航計画  艤装設計 

向上啓 彼末浩明 吉田達哉  吉田直美 

1 4/11 日   東京発   

2 4/12 月   サヌア着、日本大使

館表敬、JICA 打合せ

  

3 4/13 火   YCG 協議(インセプシ

ョン説明協議) 

  

4 4/14 水   YCG 協議（作戦局長）   

5 4/15 木   資料整理   

6 4/16 金 東京発  資料整理   

7 4/17 土 移動 東京発 YCG 協議（通信局長、

渉外局長） 

  

8 4/18 日 官団員サヌア着、内務省表敬、YCG 表敬、支援国会議、日本大使館に

て団内会議 

  

9 4/19 月 移動（サヌア→アデン）、現地調査（訓練センター）   

10 4/20 火 現地調査（アデン湾管区本部、船艇基地、マレーシア艇乗船調査、港

湾会社造船所） 

  

11 4/21 水 移動（アデン→サヌア）、ミニッツ協議   

12 4/22 木 ミニッツ団内協議   

13 4/23 金 ミニッツ団内協議   

14 4/24 土 ミニッツ協議、米供与艇に関するプレゼンおよび USCG チームとの協

議 

  

15 4/25 日 アリーミ副首相表敬、首相府にてミニッツ調印、国際協力計画相副大

臣表敬 

  

16 4/26 月 追加調査 サヌア発 YCG 協議（作戦局長）   

17 4/27 火 サヌア発 東京着 資料収集（計画局長）   

18 4/28 水 東京着  資料収集（渉外局）   

19 4/29 木   資料整理   

20 4/30 金   資料整理   

21 5/1 土   資料整理 東京発  

22 5/2 日   YCG 協議（長官） 

資料収集 

サヌア着、YCG 表敬  

23 5/3 月   連絡将校（仏伊）との協議  

24 5/4 火   連絡将校（英米）との協議  

25 5/5 水   YCG 協議  

26 5/6 木   資料整理 東京発 

27 5/7 金   資料整理 サヌア着 

28 5/8 土   YCG 協議（設計概略案協議）、大使館報告 

29 5/9 日   移動（サヌア→アデン）現地調査（アデン湾管区本部：ワークショッ

プ） 

30 5/10 月   現地調査（修繕造船所、主機関等代理店）、英支援チームとの協議 

31 5/11 火   現地調査（TI、港湾局、船舶代理店等）、移動（アデン→サヌア） 

32 5/12 水   ミニッツ協議 

33 5/13 木   資料整理 

34 5/14 金   資料整理 

35 5/15 土   ミニッツ署名、補足調査 

36 5/16 日   サヌア発 

37 5/17 月   東京着 



（2）概要説明（2010 年 10 月 28 日～11 月 9 日） 

日 曜日 
副総括・計画管理 業務主任 船体設計 

坂部英孝 井上一磨 丸山明男 

1 10/28 木  東京発 

2 10/29 金 東京発 サヌア着 

3 10/30 土 サヌア着 概要書説明、JICA 打合せ、日本大使館 

4 10/31 日 概要書説明 

5 11/1 月 YCG 長官説明・概要書説明 

6 11/2 火 ミニッツ協議 

7 11/3 水 ミニッツ署名 

8 11/4 木 帰国・サヌア発 団内協議・資料整理 

9 11/5 金 移動 団内協議・資料整理 

10 11/6 土 成田着 補足協議・概要書説明 

11 11/7 日  補足協議・概要書説明 

12 11/8 月  帰国・サヌア発 

13 11/9 火  成田着 

 



資料 3 関係者（面談者）リスト 

 

計画・国際協力省 

Mr. Hisham Sharaf Abdullah 計画・国際協力省副大臣 

 

内務省 

Major General Mutahar Rashad Al-Masri 内務大臣 

 

沿岸警備隊 

（本部） 

Brigadier General Ali Ahmed Rassa YCG 長官 

Brig. Fouad Saleh Basuleiman YCG 副長官 

CDR. Shugaa A. Almahdi 作戦局長 

Lt. Col. Amen Al-Ansei 渉外局長 

Mr. Mohammed Al-Sobhi  通信局長 

Col. Mohammed Sharaf 技術局長 

Eng. Mohammed Nasser Al-Hali 技術局副局長 

Mr. Majed Saleh Mastoor Executive Officer 

Commander David McKenzie 英国駐在武官 

Commander Pat O’Byrne  英国駐在武官 

Lieutenant Richard Fletcher  英国駐在武官（ロジスチック担当） 

Lieutenant Mark Wilson 英国駐在武官（ロジスチック担当） 

Mr.Jean Baniske de Cacquerary 仏国駐在武官 

Capt. Vincenzo Salvatore Vitale 伊国駐在武官 

CDR Mike Merren 米国駐在武官 

Major Timothy Stewart 米国駐在武官 

（アデン湾管区本部）    

Lotf A.H. Al-Baraty  本部長 

Mr. Mohammed Taresh  海上治安部部長 

Mr. Mohammed Al-Fashih  副作戦部長 

（訓練センター）   

Mr. Faisal Daaif Allah AL Haaj  訓練センター長 

 

各国 YCG 支援会議メンバー 

LTC Dirk Kuke Germany, Advisory Group Leader  

Mr.Jan Giermann Germany, Police Liaison Officer  

Mr.Johan C.B.Dirkx  Netherlands, First secretary   

Ms.Silke Nikolay EU, Program Manager Instrument Stability 

  



アデン運輸省海事局    

Capt. Shakeeb M. A. Wahed アデン港湾協会アデン港長 

 

アデン港港湾会社 

Mr. M Abudullah A. Salam Sabra Deputy Board Chairman 

Capt. Roy Alan Facey Port Development Advisor 

 

米国沿岸警備隊供与艇チーム    

Lieutenant Colonel Kaz Kotlow Defense and Army Attaché 

Commander Retired Allen K. Harker Contracting Officer  

CDR Michael T. Rorstad Commanding Officer  

 

在イエメン日本国大使館    

難波 充典  在イエメン日本国特命全権大使 

山口 又宏  参事官  

森安 克美  参事官 

秋山 享平  一等書記官 

春田 博巳 二等書記官 

 

JICA イエメン支所    

小森 毅 支所長 

東 太郎 副支所長  

濱 良枝 企画調査員 

Mr. Abdullah Al-Wa'ara ナショナルスタッフ 

 

 

  

 

 

 



































































 
 

資料５．収集資料リスト  

 

 

調査名 イエメン海上保安能力向上準備調査（巡視艇建造） 

番号 タイトル 言語 

形態（図書・

ビデオ・地

図・写真等）

オリジナ

ル・コピーの

別 

発行機関 発行年 

1 National Security Strategy Yemen Coast Guard – Strategy 

Paper 2010-2020 
英語 電子データ コピー 

YCG 2010 

2 No of Yemen Coast Guard Staff アラビア語 図書 コピー YCG 2010 

3 Organization Structure of Yemen Coast Guard  アラビア語 図書 コピー- YCG 2010 

4 Organization of the Ministry of Interior アラビア語 図書 コピー YCG 2010 

5 Statistical Table of Tasks Implemented by YCG in 2008, 

2009 
アラビア語 図書 コピー 

YCG 2010 

6 Maritime Security Threats & Challenges in Yemen 英語 電子データ コピー YCG 2010 
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